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か議第 １１３ 号 

令和５年９月２８日 

 

かすみがうら市長  宮嶋 謙 様 

 

かすみがうら市議会 

議長  小座野 定信   

 

 

かすみがうら市特別職報酬等審議会開催に係る申し入れ 

 

 

特別職である非常勤職員は、地方公共団体の事務等に専ら従事するもので

はなく、当該非常勤職員が有する特定の知識、経験等を地方公共団体で活用

するために、必要に応じて地方公共団体に従事するものとされております。 

特別職の報酬及び給料の性格は、一般職の職員の給料が生計費や民間賃金

との均衡を考慮して決定され、かつ、昇給制度の適用があるのに対して、 特

別職の報酬及び給料は、その職務の特殊性に応じ、当該職務に対する一切の

給付を含めた対価となるものと思われます。 

本市にあっては、かすみがうら市の誕生以来、定期的、総合的な検討・検

証過程は行われていないように思われます。県内状況を踏まえると、見直す

時期に来ているように思われますので、総合的、大局的な視点で、標記につ

いて、ご検討くださいますよう申し入れさせていただきます。 
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